
鹿屋市長が管理する公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則 

鹿屋市長が管理する公文書の開示等に関する規則（平成18年鹿屋市規則第24号）

の一部を次のように改正する。 

第９条第１項各号列記以外の部分中「文書又は図面」を「文書又は図面等」に改

め、同項第４号中「第４項」を削り、同条第２項各号列記以外の部分中「文書又は

図面」を「文書又は図面等」に改める。 

第10条中第３号を削り、第４号を第３号とし、同条に次の１号を加える。 

(4) 郵送による写し等の交付 前３号に定める額と当該郵送に要する経費の合計

額 

別記第10号様式を次のように改める。  



第10号様式（第８条関係） 

公 文 書 写 し 交 付 申 請 書                

年  月  日 

鹿屋市長      様 

住  所 
氏  名 
電話番号 

法人その他の団体等にあっては、

名称及び代表者の氏名 

 

    年  月  日付け  第  号で（開示・一部開示）決定のあった公

文書について、次のとおり写しの交付を申請します。 

公文書の件名又は内容 種類及び数量 金  額 

 
□白黒 （    面） 

□カラー（    面） 

□その他（     ） 

円 

 
□白黒 （    面） 

□カラー（    面）

□その他（     ） 
円 

 
□白黒 （    面） 

□カラー（    面）

□その他（     ） 
円 

 
□白黒 （    面） 

□カラー（    面）

□その他（     ） 
円 

 
□白黒 （    面） 

□カラー（    面）

□その他（     ） 
円 

納 付 金 額 合 計 円 

注１ 「公文書の件名又は内容」欄について、開示決定を受けた公文書のうち一部の写しの交付

を希望する場合は、希望する箇所が特定できるよう具体的に記載してください。 

 ２ 該当する項目の□内にレ印を記入してください。 

 ３ 「金額」欄は、記入しないでください。 

 

所 管 課 名 
        部        課 

 電話番号   

備 考  

 



附 則 

この規則は、令和４年３月１日から施行する。 


